
事 務 連 絡 

令和４年１０月２８日 

 

住宅・建設関係団体 ご担当者様 

国土交通省住宅局住宅生産課 

 
 

グリーン住宅ポイント制度における完了報告期限の延長について 

（ご協力のお願い） 

 

日頃より住宅生産行政に格別なるご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

グリーン住宅ポイント制度について、下記のとおり完了報告期限を延長しましたので、お知らせ

します。 

なお、本措置は、令和４年１０月２８日時点で本制度を利用している方で、資材・設備の供給遅

延や労務の遅れの影響により、令和４年１０月３１日までの完了報告が難しいことについて、期限

延長後の完了報告時に申告があった場合を対象としています。 

 

記 
 

１．延長後の完了報告の提出期限 

 追加工事交換あり 追加工事交換なし 

 
【延長】 

2022 年 11 月 30 日 

【延長】 

2022 年 11 月 30 日 
2022 年 11 月 30 日 2023 年 5月 31 日 

新築住宅 全ての申請 戸建住宅 
階数が 10以下の 

共同住宅等 

階数が 11以上の 

共同住宅等 

リフォーム 全ての申請 
戸建･共同住宅等 

（耐震改修なし） 

階数が 10以下の 

共同住宅等 

（耐震改修を伴う）

階数が 11以上の 

共同住宅等 

（耐震改修を伴う） 

賃貸住宅の建築 全ての申請  

既存住宅の購入 完了前にポイント発行申請を行うことはできません。 

 ※「資材・設備の供給遅延や労務の遅れの影響により、令和４年１０月３１日までの完了報告が難しい」ことについ

て、完了報告様式に設けるチェックボックスにより申告いただきます。期限延長に対応した完了報告様式をグリーン

住宅ポイント事務局ホームページに掲載しています。 

 

制度に関するお問い合わせは、グリーン住宅ポイント事務局までお願いいたします。 

（参考）グリーン住宅ポイント事務局ホームページ 

https://greenpt.mlit.go.jp 

 

別添１ 「グリーン住宅ポイント制度の内容について」（更新前後対比） 

別添２ 「グリーン住宅ポイント制度の内容について」（令和４年１０月２８日版） 

別添３ 説明会資料（更新後） 

  



≪本事務連絡に関するお問い合わせ先≫ 

 国土交通省住宅局住宅生産課 

   電話：０３－５２５３－８１１１（代表）、０３－５２５３－８５１０（夜間直通） 

   担当：住宅ｽﾄｯｸ活用・ﾘﾌｫｰﾑ推進官 松本 潤朗（内線３９４６３） 

               課長補佐 八木 正雄（内線３９４２８） 

係長 水落 裕樹（内線３９４７１） 

 

＜グリーン住宅ポイント制度に関するお問い合わせ先＞ 
グリーン住宅ポイント事務局 コールセンター 
電話：０５７０－５５０－７４４（IP電話等からの問い合わせは０４２－３０３－１４１４） 

受付時間：９：００～１７：００ （土、日、祝日を含む。） 


